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○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九

号
）
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
変
圧
器
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器

等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

変
圧
器
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示

変
圧
器
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
（
平
成
二

十
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正

後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

１
判
断
の
基
準

１
判
断
の
基
準

［削
る

］

⑴
エ
ネ
ル
ギ
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ

ー

ル
ギ
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（昭
和

ー

54
年
政
令
第

267
号

）第
18
条
第

18
号
に
掲
げ

る
変
圧
器

（以
下

「変
圧
器

」と
い
う

。

）の
製
造

又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者

（以
下

「製
造
事
業
者

等

」と
い
う

。

）は
目
標
年
度

（平
成

19
年
４

、

月
１
日
に
始
ま
り
平
成

20
年
３
月

31
日
に
終
わ
る

年
度

）以
降
の
各
年
度

（平
成

2
5
年
４
月
１
日
に

始
ま
り
平
成

26
年
３
月

31
日
に
終
わ
る
年
度
ま
で
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に
限
る

。
）に

お
い
て
国
内
向
け
に
出
荷
す
る
変
圧

器

（た
だ
し
油
入
変
圧
器
に
あ
っ
て
は

目
標
年

、
、

度

（平
成

1
8
年
４
月
１
日
に
始
ま
り
平
成

1
9
年
３

月
31
日
に
終
わ
る
年
度

）以
降
の
各
年
度

（平
成

2
5
年
４
月
１
日
に
始
ま
り
平
成

2
6
年
３
月

3
1
日

に
終
わ
る
年
度
ま
で
に
限
る

。

）に
お
い
て
国
内
向

け
に
出
荷
す
る
も
の

）の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率

ー

（３
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
数
値
を
い

う

。以
下
同
じ

。

）を
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区

分
ご
と
に
出
荷
台
数
に
よ
り
加
重
平
均
し
た
数
値
が

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効

、
ー

率

（同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

同
表
の

、

右
欄
に
掲
げ
る
算
定
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
を
い
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う

。
）を
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
出
荷

台
数
に
よ
り
加
重
平
均
し
た
数
値
を
上
回
ら
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と

。

区
分

基
準
エ
ネ
ル

変
相
数
定
格

定
格
容
量

ギ
消
費
効

ー

圧
周
波

率
の
算
定
式

器
数

の種別油
単
相

5
0

Ｅ

＝

15
.3

入
ヘ
ル

Ｓ
0
.
6
9
6

変
ツ
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圧
6
0

Ｅ

＝

14.
4

器
ヘ
ル

Ｓ
0
.
6
9
8

ツ

三
相

5
0

5
00
キ
ロ
ボ

Ｅ

＝

2
3.8

ヘ
ル

ル
ト
ア
ン
ペ

Ｓ
0
.
6
5
3

ツ
ア
以
下

500
キ
ロ
ボ

Ｅ

＝

9.8
4

ル
ト
ア
ン
ペ

Ｓ
0
.
8
4
2

ア
超

6
0

500
キ
ロ
ボ

Ｅ

＝

2
2.6

ヘ
ル
ル
ト
ア
ン
ペ

Ｓ
0
.
6
5
1

ツ
ア
以
下

500
キ
ロ
ボ

Ｅ

＝

18
.6
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ル
ト
ア
ン
ペ

Ｓ
0
.
7
4
5

ア
超

モ
単
相

5
0

Ｅ

＝

22.
9

ヘ
ル

Ｓ
0
.
6
4
7

ール
ツ

ド
6
0

Ｅ

＝

2
3.4

変
ヘ
ル

Ｓ
0
.
6
4
3

圧
ツ

器

三
相

5
0

500
キ
ロ
ボ

Ｅ

＝

3
3.6

ヘ
ル
ル
ト
ア
ン
ペ

Ｓ
0
.
6
2
6

ツ
ア
以
下

500
キ
ロ
ボ

Ｅ

＝

24
.0
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ル
ト
ア
ン
ペ

Ｓ
0
.
7
2
7

ア
超

6
0

50
0
キ
ロ
ボ

Ｅ

＝

32.
0

ヘ
ル
ル
ト
ア
ン
ペ

Ｓ
0
.
6
4
1

ツ
ア
以
下

50
0
キ
ロ
ボ

Ｅ

＝

2
6.1

ル
ト
ア
ン
ペ

Ｓ
0
.
7
1
6

ア
超

備
考
１

「油
入
変
圧
器

」と
は

絶
縁
材
料
と
し
て

、

絶
縁
油
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う

。

２

「モ
ル
ド
変
圧
器

」と
は

樹
脂
製
の
絶

ー
、

縁
材
料
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う

。

３
Ｅ
及
び
Ｓ
は

次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す

、
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る

。

Ｅ

：基
準
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率

（単
位

ー

ワ
ッ
ト

）

Ｓ

：定
格
容
量

（単
位

キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ

ア

）

⑵
⑴
の
規
定
は
日
本
産
業
規
格
Ｃ

43
04
及
び
Ｃ

、

430
6
並
び
に
日
本
電
機
工
業
会
規
格

148
2
及
び

14
83
に
規
定
す
る
標
準
仕
様
状
態
で
使
用
し
な
い

も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

⑴
の
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効

ー

率
の
算
定
式
は

そ
れ
ぞ
れ
当
該
算
定
式
の
右
辺
に

、

1
10

（モ
ル
ド
変
圧
器
に
あ
っ
て
は

1
05

）を
.

ー
.

乗
じ
た
式
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る

。
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⑴
エ
ネ
ル
ギ

の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ

⑶
製
造
事
業
者
等
は

目
標
年
度

（平
成

2
6
年
４

ー
、

ル
ギ

へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（昭
和

月
１
日
に
始
ま
り
平
成

27
年
３
月

31
日
に
終
わ
る

ー

5
4
年
政
令
第

2
67
号

）第
1
8
条
第

1
8
号
に
掲
げ

年
度

）以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
国
内
向
け
に
出
荷

る
変
圧
器

（以
下

「変
圧
器

」と
い
う

。

）の
製
造

す
る
変
圧
器
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率
を
次
の
表
の

ー

又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者

（以
下

「製
造
事
業
者

左
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
出
荷
台
数
に
よ
り
加
重

等

」と
い
う

。

）は
目
標
年
度

（平
成

26
年
４

平
均
し
た
数
値
が

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
基
準
エ

、
、

月
１
日
に
始
ま
り
平
成

27
年
３
月

31
日
に
終
わ
る

ネ
ル
ギ

消
費
効
率

（同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分

ー

年
度

）以
降
の
各
年
度

（令
和
７
年
４
月
１
日
に
始

に
応
じ

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
算
定
式
に
よ
り
算

、

ま
り
令
和
８
年
３
月

31
日
に
終
わ
る
年
度
ま
で
に

定
し
た
数
値
を
い
う

。

）を
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

限
る

。
）に
お
い
て
国
内
向
け
に
出
荷
す
る
変
圧
器

区
分
ご
と
に
出
荷
台
数
に
よ
り
加
重
平
均
し
た
数
値

の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率

（３
に
定
め
る
方
法
に
よ

を
上
回
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

。

ー

り
測
定
し
た
数
値
を
い
う

。以
下
同
じ

。

）を
次
の

表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
出
荷
台
数
に
よ
り
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加
重
平
均
し
た
数
値
が

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
基

、

準
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率

（同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

ー

区
分
に
応
じ

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
算
定
式
に
よ

、

り
算
定
し
た
数
値
を
い
う

。

）を
同
表
の
左
欄
に
掲

げ
る
区
分
ご
と
に
出
荷
台
数
に
よ
り
加
重
平
均
し
た

数
値
を
上
回
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

。

区
分

基
準
エ
ネ

区
分

基
準
エ
ネ
ル

区
変

相
定
格
定
格
容

仕
様

ル
ギ
消

変
相
数
定
格

定
格
容
量

ギ
消
費
効

ー
ー

分
圧

数
周
波
量

費
効
率
の

圧
周
波

率
の
算
定
式

名
器

数
算
定
式

器
数

の
の

種
種

別
別



- 11 -

2
-
油

単
5
0

標
準

Ｅ

＝

油
単
相

5
0

Ｅ

＝

11.
2

1
入

相
ヘ
ル

仕
様

1
1
.
2
Ｓ

入
ヘ
ル

Ｓ
0
.
7
3
2

変
ツ

（日
0
.
7
3
2

変
ツ

2-
圧

6
0

本
産

Ｅ

＝

圧
6
0

Ｅ

＝

1
1.1

2
器

ヘ
ル

業
規

1
1
.
1
Ｓ

器
ヘ
ル

Ｓ
0
.
7
2
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ツ
格
Ｃ

0
.
7
2
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ツ

2-
三

5
0

50
0
キ

430
4
Ｅ

＝

三
相

5
0

50
0
キ
ロ
ボ

Ｅ

＝

16.
6

3
相
ヘ
ル
ロ
ボ
ル

及
び

1
6
.
6
Ｓ

ヘ
ル
ル
ト
ア
ン
ペ

Ｓ
0
.
6
9
6

ツ
ト
ア
ン

Ｃ
0
.
6
9
6

ツ
ア
以
下

ペ
ア
以

43
06

50
0
キ
ロ
ボ

Ｅ

＝

1
1.1

下
に
規

ル
ト
ア
ン
ペ

Ｓ
0
.
8
0
9

2
-

5
00
キ

定
す

Ｅ

＝

ア
超

4
ロ
ボ
ル
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標

1
1
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1
Ｓ
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0

5
00
キ
ロ
ボ
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＝
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ト
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仕

0
.
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Ｓ
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00
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ボ
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ボ
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Ｓ
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Ｓ
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00
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ボ
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1
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Ｓ
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ト
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7
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ヘ
ル

Ｓ
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＝
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ボ

Ｅ

＝

2
3.
9

7
相
ヘ
ル

1
6
.
9
Ｓ

ヘ
ル

ル
ト
ア
ン
ペ

Ｓ
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＝
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ボ
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Ｓ
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＝
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ボ
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＝
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ボ
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Ｓ
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ボ
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Ｓ
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以
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下

2-
50
0
キ

Ｅ

＝

2
4

ロ
ボ
ル

(
19.

4
Ｓ

ト
ア
ン

0
.
7
3
7)1

05
.

ペ
ア
超

備
考

［略

］

備
考

［略

］

［削
る

］

⑷
⑶
の
規
定
は

日
本
産
業
規
格
Ｃ

430
4
及
び
Ｃ

、

43
06
に
規
定
す
る
標
準
仕
様
状
態
で
使
用
し
な
い

も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

⑶
の
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効

ー

率
の
算
定
式
は

そ
れ
ぞ
れ
当
該
算
定
式
の
右
辺
に

、

1
10

（モ
ル
ド
変
圧
器
に
あ
っ
て
は

1
05

）を
.

ー
.

乗
じ
た
式
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る

。
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⑵
製
造
事
業
者
等
は

目
標
年
度

（令
和
８
年
４
月

［新
設

］

、

１
日
に
始
ま
り
令
和
９
年
３
月

31
日
に
終
わ
る
年

度
）以

降
の
各
年
度
に
お
い
て
国
内
向
け
に
出
荷
す

る
変
圧
器
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率
を
次
の
表
の
左

ー

欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
出
荷
台
数
に
よ
り
加
重
平

均
し
た
数
値
が

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
基
準
エ
ネ

、

ル
ギ

消
費
効
率

（同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に

ー

応
じ

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
算
定
式
に
よ
り
算
定

、

し
有
効
数
字
４
桁
切
り
捨
て

（た
だ
し

100
Ｗ

、
、

未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
有
効
数
字
３
桁
切
り
捨

て

）し
た
数
値
を
い
う

。

）を
同
表
の
左
欄
に
掲
げ

る
区
分
ご
と
に
出
荷
台
数
に
よ
り
加
重
平
均
し
た
数

値
を
上
回
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

。
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区
分

基
準
エ
ネ

区
変

相
定
格
定
格
容

仕
様

ル
ギ
消

ー

分
圧

数
周
波

量
費
効
率
の

名
器

数
算
定
式

の種別

3-
油

単
5
0

標
準

Ｅ

＝

1
入

相
ヘ
ル

仕
様

9
.
3
4
Ｓ

変
ツ

（日
0
.
7
3
7

3-
圧

6
0

本
産

Ｅ

＝

2
器

ヘ
ル

業
規

8
.
6
0
Ｓ

ツ
格
Ｃ

0
.
7
4
4
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3
-

三
5
0

50
0
キ

4
304

Ｅ

＝

3
相
ヘ
ル

ロ
ボ
ル

及
び

1
4
.
5
Ｓ

ツ
ト
ア
ン

Ｃ
0
.
6
9
4

ペ
ア
以

43
06

下
に
規

3-
5
00
キ

定
す

Ｅ

＝

4
ロ
ボ
ル

る
標

1
0
.
6
Ｓ

ト
ア
ン

準
仕

0
.
7
9
7

ペ
ア
超

様
状

3-
6
0

5
00
キ

態
の

Ｅ
＝

5
ヘ
ル
ロ
ボ
ル

こ
1
4
.
4
Ｓ

ツ
ト
ア
ン

と

。

0
.
6
8
1

ペ
ア
以

）
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下

3-
50
0
キ

Ｅ

＝

6
ロ
ボ
ル

8
.
0
0
Ｓ

ト
ア
ン

0
.
8
2
5

ペ
ア
超

3-
モ

単
5
0

Ｅ

＝

7
相
ヘ
ル

1
4
.
1
Ｓ

ール
ツ

0
.
6
8
5

3-
ド

6
0

Ｅ

＝
8
変

ヘ
ル

1
3
.
3
Ｓ

圧
ツ

0
.
6
9
2

3
-
器

三
5
0

500
キ

Ｅ

＝

9
相
ヘ
ル

ロ
ボ
ル

1
6
.
9
Ｓ
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ツ
ト
ア
ン

0
.
6
9
9

ペ
ア
以

下

3-
5
00
キ

Ｅ

＝

1
0

ロ
ボ
ル

3
1
.
2
Ｓ

ト
ア
ン

0
.
6
5
9

ペ
ア
超

3-
6
0

5
00
キ

Ｅ

＝
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ヘ
ル
ロ
ボ
ル

1
6
.
2
Ｓ

ツ
ト
ア
ン

0
.
7
0
2

ペ
ア
以

下
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50
0
キ

Ｅ

＝
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1
2

ロ
ボ
ル

1
7
.
4
Ｓ

ト
ア
ン

0
.
7
4
2

ペ
ア
超

3-
油

単
5
0

準
標

Ｅ

＝

1
3
入

相
ヘ
ル

準
仕

(
9.3

4
Ｓ

変
ツ

様
0
.
7
3
7)1

1
0

.

3-
圧

6
0

（日
Ｅ

＝

14
器

ヘ
ル

本
産

(8
.60
Ｓ

ツ
業
規

0
.
7
4
4)1
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.

3-
三

5
0

500
キ

格
Ｃ

Ｅ
＝
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相
ヘ
ル
ロ
ボ
ル

430
4

(1
4.5
Ｓ

ツ
ト
ア
ン

及
び

0
.
6
9
4)
1
1
0

.

ペ
ア
以

Ｃ
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下
4
306

3-
50
0
キ

に
規

Ｅ

＝

1
6

ロ
ボ
ル

定
す

(
10.

6
Ｓ

ト
ア
ン

る
以

0
.
7
9
7)1

10
.

ペ
ア
超

外
の

3-
6
0

5
00
キ

仕
様

Ｅ

＝
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ヘ
ル
ロ
ボ
ル

状
態

(14
.4
Ｓ

ツ
ト
ア
ン

の
こ

0
.
6
8
1)1

1
0

.

ペ
ア
以

と

。
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）
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50
0
キ

Ｅ

＝

1
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ロ
ボ
ル

(
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0
Ｓ

ト
ア
ン

0
.
8
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ア
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モ
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＝
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Ｓ
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変
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50
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ロ
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ン

0
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ア
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キ
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＝
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ロ
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ル

(16
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ツ
ト
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ペ
ア
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50
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キ
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＝
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ロ
ボ
ル

(
17.

4
Ｓ

ト
ア
ン

0
.
7
4
2)1

05
.
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ペ
ア
超

備
考
１

「油
入
変
圧
器

」と
は
絶
縁
材
料
と
し
て

、

絶
縁
油
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う

。

２
「モ

ル
ド
変
圧
器

」と
は

樹
脂
製
の
絶

ー
、

縁
材
料
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う

。

３
Ｅ
及
び
Ｓ
は

次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す

、

る

。
Ｅ

：基
準
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率

（単
位

ー

ワ
ッ
ト

）

Ｓ

：定
格
容
量

（単
位

キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ

ア

）

２
表
示
事
項
等

２
表
示
事
項
等

２
｜
１
表
示
事
項

２
｜
１
表
示
事
項
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変
圧
器
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率
に
関
し
製
造

変
圧
器
の
エ
ネ
ル
ギ
消
費
効
率
に
関
し

製
造

ー
、

ー
、

事
業
者
等
は

次
の
事
項
を
表
示
す
る
こ
と

。

事
業
者
等
は

次
の
事
項
を
表
示
す
る
こ
と

。

、
、

イ

［略

］

イ

［略

］

ロ
区
分
名

［新
設

］

ハ

～ル

［略
］

ロ

～ヌ

［略

］

２
｜
２
遵
守
事
項

２
｜
２

遵
守
事
項

⑴
２
｜
１
の
チ
に
掲
げ
る
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率

⑴
２
｜
１
の
ト
に
掲
げ
る
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率

ー
ー

は
エ
ネ
ル
ギ
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石

は
エ
ネ
ル
ギ

の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石

、
ー

、
ー

エ
ネ
ル
ギ

へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

エ
ネ
ル
ギ
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

ー
ー

則

（昭
和

54
年
通
商
産
業
省
令
第

74
号

）別
表

則

（昭
和

54
年
通
商
産
業
省
令
第

74
号

）別
表

第
３
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
を
ワ
ッ
ト
の
単
位
で
有

第
３
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
を
ワ
ッ
ト
の
単
位
で
有

効
数
字
３
桁
以
上

（た
だ
し
エ
ネ
ル
ギ
消
費

効
数
字
３
桁
以
上

（た
だ
し

エ
ネ
ル
ギ

消
費

、
ー

、
ー

効
率
が

100
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
有

効
率
が

100
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
有
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効
数
字
２
桁
以
上

）で
表
示
す
る
こ
と

。

効
数
字
２
桁
以
上

）で
表
示
す
る
こ
と

。

⑵
２
｜
１
の
リ
に
掲
げ
る
基
準
負
荷
率
は
３
に

⑵
２
｜
１
の
チ
に
掲
げ
る
基
準
負
荷
率
は

３
に

、
、

定
め
る
数
値
を
整
数
で
表
示
す
る
こ
と

。

定
め
る
数
値
を
整
数
で
表
示
す
る
こ
と

。

備
考

表
中
の

［

］は
注
記
で
あ
る

。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
２
の
規
定
に
よ
り
行
う
べ
き
表
示
事
項
等
は
、
令
和
六
年
十
月
三
十
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。


